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　市税につきましては、平素から格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

　さて、固定資産税は、土地・家屋のほか償却資産についても課税されます。償却資産の所有者は
毎年１月１日(賦課期日)現在所有している償却資産について、申告していただく必要があります。

　つきましては、申告用紙を同封しましたので、この「申告の手引」を参照の上、申告書を作成し、期限
までに提出していただきますようお願いします。



1月31日
1月中旬

償却資産をお持ちでない方

増加、減少した資産がない場合

　毎年１月１日現在、市内に土地及び家屋以外の事業用の償却資産（市内で貸し付けている資産も含む）

を所有している法人又は個人

　申告書は郵送または窓口へ提出してください。

　申告書の控えが必要な方は、提出前に申告書をコピーしてください。

　また、郵送で提出される方で、申告書控えに受付印を押したものが必要な方は、必ず申告書控えと返信

用封筒 （切手を貼ったもの） を同封して く ださい。

第１　 償却資産の申告について

１　 申告していただく方

２　 申告の方法と提出書類

※那珂川市及び春日市は同封していません。

※那珂川市及び春日市は同封していません。



福岡県筑紫野市石崎1丁目1番1号

TEL 092－923－ 290 XAF ）表代（1111 －923－5391

TEL 092－584－ 290 XAF ）表代（1111 －584－1141

TEL 092－501－ 290 XAF ）表代（1122 －592－6286

TEL 092－921－ 290 XAF ）表代（1212 －921－2149

TEL 092－953－ 290 XAF ）表代（1122 －953－0688

 正当な理由がなくて申告されない場合は、地方税法第386条により過料を科せられることがあるほか、

同法第368条の規定により不足税額に加えて、延滞金を徴収されることがありますので、期限までに必ず

申告してください。

 また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

追徴課税は、現年度だけでなく過年度に遡及することがあります。

５　 申告されない方、 虚偽の申告をされた方

　申告書受付後、地方税法に基づいて実地調査・簡易調査（固定資産台帳を郵送していただく調査）を順次

行っていますので、その節はご協力をお願いします。また、実地調査に伴って申告漏れが判明した場合は

地方税法に基づき５年間遡及して追徴課税となりますのでご注意ください。

・ご利用手順【利用届出（新規）、電子申告、電子申請・届出】など詳しくは、

　　　　　　ｅＬＴＡＸ（エルタックス）ホームページ https://ｗｗｗ.eltax.lta.go.jp をご覧ください。

　地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用し、インターネットによる市税の電子申告

等のサービスを開始しています。エルタックスをご利用いただくことで、自宅やオフィス等からも申告がで

きます。

６   実地調査等のお願い

７ 　電子申告について



　固定資産税の課税客体である償却資産とは、土地、家屋以外の事業の用に供することができる
資産（所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけでなく、事業として
他人に貸し付ける場合も含まれます。）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所
得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの（これに類する資産で
法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含みます。）をいいます。

　ただし、鉱業権・特許権・営業権その他の無形減価償却資産及び自動車税・軽自動車税の課税

客体である自動車・軽自動車等は除かれます。

１　 償却資産の範囲

(1)　 償却資産とは

第２   償却資産のあらまし

ア　決算以後に取得された資産で未だ固定資産に計上されていない資産

　建設仮勘定で経理されているが、資産の一部又は全部が１月１日現在において、事業の用

　に供することができる資産

イ　会社の帳簿に記載されていない簿外資産であるが、事業の用に供することができる資産

ウ　改良費のうち、資本的支出として資産計上した資産（本体部とは別に新たな資産の取得

　として扱います。）

エ　遊休資産・未稼働資産であっても維持補修の行われている資産

オ　資産の所有者が他の事業を行う者に貸し付けている事業用資産（貸し付けを業として

　いる場合は、事業・非事業にかかわらず申告してください。）

カ　太陽光発電設備 事業用資産の太陽光発電設備は償却資産の対象となります。

キ　中小事業者等が、平成30年６月６日から令和５年３月31日までの期間内に、市区町村

　から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、

　新規取得設備に係る固定資産税の課税標準額が 最大３年間にわたってゼロ～1/2の間で市

　区町村が定めた割合 (筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市はゼロ) に軽

　減されます。詳しくは各市の固定資産税担当までお問い合わせください。

(3)　 特に注意を要する申告の対象となる資産



価額

　リース資産のうち、資産の所有権が移転しないリース（所有権移転外リース）については、原則として、

その資産の所有者であるリース会社に申告義務があります。

　リース会計基準の変更により、税務会計上は売買取引として取り扱われますが、償却資産(固定資産税)

においては、従前のとおり申告義務はリース会社にあります。

　ただし、上図③のとおり取得価額が20万円未満の場合は課税客体とはなりません。

(5)　 リース資産の取り扱いについて

　償却資産において、地方税法の規定に基づき申告の対象から除外される「少額資産」は、①使用可能期

間が１年未満であるものまたは取得価額 10 万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの、②取得価額

20 万円未満の資産のうち３年間で一括償却したもの、③法人税法第64条の２第１項、所得税法第67条の

２第１項に規定するリース資産で取得価額20万円未満のもののみです。

　よって、租税特別措置法を適用して損金算入した資産は、償却資産の申告の対象となります。

　また、取得価額10万円未満の資産であっても個別に減価償却しているものは、償却資産の申告の対象に

なります。

(4)　 少額資産等の取り扱いについて



取得価額

月　割　償　却

原則として区分評価

一般の資産は、定率法・定額法の

選択制

(注１) 　法人税等の減価償却の方法は平成24年4月1日以後に取得した資産については定額法、定率法(200％定率法)のいず

れかを、平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得した資産については定額法・定率法(250％定率法)のいず

れかを、平成19年3月31日以前に取得した資産については、旧定額法・旧定率法のいずれかを、それぞれ適用して

もよいとされていますが、固定資産税では、鉱業用坑道の評価を除き全て旧定率法で評価し、取得価格の５％が最

低限度額となります。



　これまでの申告において、機械及び装置で耐用年数の変更があった資産については、変更をし

ていただいてますが、未だ、変更していない場合は、 変更が必要となりますので、各市の固定

資産税担当までご連絡ください。これまでの申告において、既に耐用年数の変更を済ませている

方は手続きの必要はありません。



令和３年度から農耕作業用トレーラについては、 農耕作業用自動車に指定されたため、ロ” 該当すに る自動車になりました。

イ

ロ



令和 ○ 年○月○日
令和 ○ 年度

価額

価額

価額

氏名を記載し、ふりがなを付してください。また、個人の場合は屋号、法人の場合は
通常呼称される本店・営業所名を記載してください。

※令和４年度から押印不要になりました。押印欄のある様式も引き続きご利用いただ

けますが、押印する必要はありません。

又は納税通知書送付先



令和 年度

令和 4　 令和 3 令和 4 

、令和　⇒　５

注意　「増加事由」の欄は、1新品取得 . 2中古品取得 . 3移動による受入れ . 4その他　のいずれかに○印を付けてください。

03

5 02



※那珂川市は同封していません。送付した「種類別明細書」の該当資産を赤線で抹消し、減少事由を記入してください。
※春日市は同封していません。春日市のホームページからダウンロードしてください。

令和 年度





令和４年度版


